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（提案理由） 

本件は、特定事業場からの汚水の排除の制限及び除害施設の設置に係る水質

項目及び基準について、所要の改正を行うため、提案するものである。 

 



京田辺市条例第  号 

 

京田辺市公共下水道条例の一部を改正する条例（案） 

 

京田辺市公共下水道条例（昭和６０年京田辺市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第１０条第１項に次の２号を加える。 

（６） 窒素含有量 １リットルにつき２４０ミリグラム未満 

（７） 燐
りん

含有量 １リットルにつき３２ミリグラム未満 
第１１条第１項の表中 

「 

」 

を 

「 

（９） 前各号に掲げる物質又は項目以外のも

ので京都府環境を守り育てる条例（平成

７年京都府条例第３３号）により当該公

共下水道が接続する流域下水道からの放

流水に関する排水基準が定められたもの

（第４号に掲げる項目に類似する項目及

び大腸菌群数を除く。） 

当該排水基準に係る数値

とする。 

（９） 窒素含有量 １リットルにつき２４０

ミリグラム未満 

（１０） 燐
りん

含有量 １リットルにつき３２ミ

リグラム未満 

（１１） 前各号に掲げる物質又は項目以外の

もので京都府環境を守り育てる条例（平

成７年京都府条例第３３号）により当該

公共下水道が接続する流域下水道からの

放流水に関する排水基準が定められたも

の（第４号に掲げる項目に類似する項目

及び大腸菌群数を除く。） 

当該排水基準に係る数値

とする。 



」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



京田辺市公共下水道条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（特定事業場からの汚水の排除の制限） （特定事業場からの汚水の排除の制限）  

第１０条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準

に適合しない水質の汚水を排除してはならない。 

 （１）～（５） （略） 

 （６） 窒素含有量 １リットルにつき２４０ミリグラム未満 

 （７） 燐
りん

含有量 １リットルにつき３２ミリグラム未満 

２ （略） 

第１０条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準

に適合しない水質の汚水を排除してはならない。 

 （１）～（５） （略） 

 

 

 

２ （略） 

 

 

 

水質の基準の項

目の追加 

（除害施設の設置） 

第１１条 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める基準に適合しない汚

水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により

公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して排除して公

共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。 

２ （略） 

区分 基準 

（略） （略） 
（９） 窒素含有量 １リットルにつき２４０ミリグラム未満 

（１０） 燐
りん

含有量 
１リットルにつき３２ミリグラム未満 

（１１） 前各号に掲げる物質又は項目

以外のもので京都府環境を守り育

てる条例（平成７年京都府条例第

３３号）により当該公共下水道が

接続する流域下水道からの放流水

に関する排水基準が定められたも

の（第４号に掲げる項目に類似す

る項目及び大腸菌群数を除く。） 

当該排水基準に係る数値とする。 

（除害施設の設置） 

第１１条 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める基準に適合しない汚

水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により

公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して排除して公

共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。 

２ （略） 

区分 基準 

（略） （略） 

（９） 前各号に掲げる物質又は項目以

外のもので京都府環境を守り育て

る条例（平成７年京都府条例第３

３号）により当該公共下水道が接

続する流域下水道からの放流水に

関する排水基準が定められたもの

（第４号に掲げる項目に類似する

項目及び大腸菌群数を除く。） 

当該排水基準に係る数値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

水質の基準の項

目の追加 

 

 

 

 

 

 

 


